
‐ ‐| ‐1‐ .

| | |■ ■F ｀
、

7年 (ネ )第 1

平成 27年 4月 23日 判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成 26年 (ネ )第 2955号  地位確認等請求控訴事件,平成 2

76号  同附帯控訴事件

(原審 。大阪地方裁判所平成 25年 (ワ )第 5815号 )

口頭弁論終結 日 平成 27年 2月 5日

学 校 法 人 大 阪

(以 下 「被控訴人大学」

同 代 表 者 理 事 長  佐  藤

京都府向 日市上植野町野上山 25-5-103

被控訴人兼附帯控訴人 (第 1審被告 )

井   形

(以下 「被控訴人井形」

大阪市北区天神橋 1-4-7-1103

被控訴人 (第 1審被告 )

決半J

奈良県橿原市地黄町 172-2

控訴人兼附帯被控訴人 (第 1審原告 )

吉   井   康   雄

(以下 「控訴人」という。 )

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士   関   川   信   也

大阪市東淀川区大隅 2丁 目 2番 8号

被控訴人兼附帯控訴人 (第 1審被告 )

経 済 大 学

という。 )

武   司

浩   治

という。)

池 島 真 策

(以下 「被控訴人池島」という。 )

上記 3名訴訟代理人弁護士   俵       正   市

同              寺   内   則   雄
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文

1(1)控 訴人の本件各控訴 に基づき,原判決主文第 1項～第 3項 を次の

とお り変更する。

(2)被 控訴人 らは,控訴人に対 し,連帯 して 80万 円及び これに対す

る平成 25年 7月 4日 か ら支払済みまで年 5分の割合による金員を支

払え。

(3)控訴人の被控訴人 らに対するその余の主位的請求及び予備的請求

をいずれも棄却する。

2 被控訴人大学及び被控訴人井形の本件各附帯控訴 をいずれ も棄却する。

3 訴訟費用 (控訴費用を含み,附帯控訴費用は除 く。)は,第 1, 2審

を通 じて これを 50分 し,その 3を 被控訴人 らの負担 とし,その余は控

訴人の負担 とし,附帯控訴費用は,被控訴人大学及び被控訴人井形の負

担 とする。

4 この判決は,第 1項 (2)に 限 り,仮に執行することができる。

事  実  及  び  理  由

第 1 控訴の趣旨

1 原判決のうち,控訴人敗訴部分を取 り消す。

2 主位的請求 1

(1)控訴人が,被控訴人大学に対 し,雇用契約上の権利 を有する地位 にある

ことを確認する。

(2)被控訴人大学は,控訴人に対 し,平成 25年 4月 か ら本判決確定の日ま

で,毎月 25日 限 り月額 35万 3750円 の割合による金員及び これに対す

る各支払 日の翌 日か ら支払済みまで年 5分の割合による金員 を支払え。

3 予備的請求 (主位的請求 1と の関係 )

被控訴人 らは,控訴人に対 し,連帯 して 1273万 5000円 を支払え。

4 主位的請求 2
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被控訴人 らは,控訴人に対 し,連帯 して 70万 円及び これ に対する平成 25

年 7月 4日 か ら支払済みまで年 5分の割合 による金員を支払え。

第 2 事案の概要

1 本件は,被控訴人大学の教授であった控訴人が,定年を迎えることか ら被控

訴人大学の特任教員の任用手続の申請をしようとしたところ,被控訴人大学の

教授であった被控訴人井形及び被控訴人池島が これを妨害 し,任用手続 を進め

なかったため特任教員に任用 されなかった として ,

(1)ア  主位的に,被控訴人大学では特任教員の任用 を申請すれば任用される

という労使慣行があった,あ るいは上記のような労使慣行が認め られない

として も,人事権行使の理由,態様が著 しく信義に反 してお り,か つ,控

訴人が特任教員 に任用されることについて有 していた期待は法的に保護さ

れるべきものであるか ら,本件においては,正式の任用行為がな くても例

外的に任用行為がされた場合 と同視できるとして,被控訴人大学に対 し,

控訴人が被控訴人大学の特任教員の地位 にあることの確認並びに同地位に

基づ く給与及び これに対する各支払 日の翌 日か ら支払済みまでの民法所定

の年 5分の割合による遅延損害金の支払を求め (主位的請求 1),

イ 予備的に,控訴人について特任教員の地位にあることが認め られないと

しても,任用手続を進めていれば特任教員 に任用された蓋然性が高かった

として,被控訴人井形及び被控訴人池島に対 しては民法 709条 に基づき ,

被控訴人大学に対 しては民法 715条 1項 に基づき,それぞれ損害賠償 と

して,任用 されていれば得 られたはずの給与相当額 1273万 5000円

の連帯支払を求めるとともに (予備的請求),

(2)被控訴人井形及び被控訴人池島が,控訴人の特任教員任用 申請行為を妨

害 したことは,控訴人に対する不法行為 に当たるとして,被控訴人井形及び

被控訴人池島に対 しては民法 709条 に基づき,被控訴人大学に対 しては民

法 715条 1項に基づき,慰謝料 100万 円及びこれに対する平成 25年 7
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月 4日 (訴状送達の 日の翌 日)か ら支払済みまで年 5分の割合による遅延損

害金の連帯支払を求めた (主位的請求 2)事案である。

2 原審は,① 主位的請求 1(上記 1(1)ア )に ついては,控訴人の主張する

労使慣行があったとは認められず,正式の任用行為がなくても被控訴人大学の

特任教員に任用された場合と同視し得るとはいえないとして, これを棄却し,

② 予備的請求 (上記 1(1)イ )については,控訴人について任用手続が進め

られたとしても,控訴人が特任教員に任用された高度の蓋然性があったとはい

えないとして,こ れを棄却し,③ 主位的請求 2(上記 1(2))に ついては,

被控訴人池島の行為は控訴人に対する不法行為に当たるということはできない

として,控訴人の被控訴人池島に対する請求を棄却したものの,被控訴人井形

には,控訴人の特任教員への任用申請手続の取扱いに過失があり,被控訴人井

形の行為は不法行為に当たるとして,控訴人の被控訴人井形及び被控訴人大学

に対する請求 を一部認容 した。 これを不服 とする控訴人が本件各控訴を提起 し,

被控訴人井形及び被控訴人大学が本件各附帯控訴を提起 した。

3 前提事実 (争 いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって認定

できる事実。なお,後掲各証拠のうちの人証の証拠調べは,い ずれ も原審にお

いて行われたものである。 )

(1)後記 (2)の とお り訂正するほかは,原判決 3頁 10行 目か ら 8頁 4行 目ま

でに記載のとお りであるか ら,こ れを引用する。

(2)ア  原判決 3頁 14行 目の 「 (第 1部 ,第 2部 )」 を 「 (第 1部 (昼 間学

部),第 2部 (夜 間学部))」 と改める。

イ 原判決 3頁 16行 日の 「定年に達 したときは」を「定年 に達 したときは ,

当該年度の末 日をもって」 と改める。

ウ 原判決 3頁 18行 日か ら 19行 日にかけての 「平成 21年 10月 か ら平

成 24年 3月 まで学部長を」を 「平成 22年 10月 か ら平成 25年 3月 ま

で経営学部の学部長を」 と改める。
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工 原判決 3頁 19行 日の 「 (乙 27)」 を 「 (乙 27,被 控訴人井形本

人)」 と改める。

オ 原判決 3頁 24行 日の 「「特任教員 に関する規定」 (以下 「旧規定」 と

いう。 )」 を 「「特任教員に関する規程」 (以下 「旧規程」 という。)」

と改める。また,原判決のうち 「旧規定」 とあるのは,全て 「旧規程」 と

読み替える。

力 原判決 3頁 25行 日か ら 26行 日にかけての 「「特任教員任用規定 (以

下 「現行規定」 という。)」 を 「「特任教員任用規程 (以 下 「現行規程」

という。)」 と改め, 3頁 26行 目の 「同規定」を 「同規程」 と改める。

また,原判決のうち 「現行規定」 とあるのは,全て 「現行規程」 と読み替

える。

キ 原判決 4頁 1行 目の 「「特任教員に関する規定」」を「旧規程」 と改め

る。

ク 原判決 7頁 6行 日の 「経営学部教授会規定」を 「経営学部教授会規程」

と改める。

ケ 原判決 7頁 16行 日の 「カ リキュラム委員会規定」を 「カ リキュラム委

員会規程」 と改める。

コ 原判決 7頁 17行 日の 「規定」 を 「規程」 と改める。

サ 原判決 7頁 18行 日の 「推薦や」を削除する。

シ 原判決 7頁 22行 目か ら 23行 日にかけての 「特任教員 A」 を 「特任教

員A(以 下,単に 「特任教員」という。 )」 と改める。

ス 原判決 7頁 23行 日の 「甲 5な いし 7」 を 「甲 5～ 7」 と改める。

4 争点

(1)被控訴人大学 において,現行規程における任用基準を満たす者が特任教

員への任用を申請すれば,特任教員に任用されるという労使慣行があったか

否か (主位的請求 1関 係 )
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(2)控訴人の特任教員への任用 申請に対する被控訴人 らの対応が,著 しく信

義に反す るものであ り,控訴人に対す る違法な加害行為 に該当するか否か

(主位的請求 2及び予備的請求関係 )

(3)控訴人の特任教員への任用 申請に対す る被控訴人 らの対応が,著 しく信

義に反するものである場合に,被控訴人大学の任用行為がな くても,任用行

為がされたのと同視することができるか否か (予備的請求関係 )

(41 控訴人に生 じた損害及びその額 (主位的請求 2及び予備的請求関係 )

5 争点についての当事者の主張

(1)争点 (1)に ついて

ア 後記イのとお り訂正 し,後記ウのとお り,当審における補充主張 を加え

るほかは,原判決 8頁 16行 目か ら 12頁 25行 日までに記載のとお りで

あるか ら, これを引用する。

イ (ア)原 判決 8頁 25行 目及び 9頁 5行 日の各 「任用規定」 を,それぞれ

「現行規程」 と改める。

9)原 判決 9頁 7行 日の 「2部科 目」 を 「第 2部科 目」 と改める。

(ウ)原 判決 10頁 2行 日の 「地位保全仮処分申立事件」 を 「別件の地位

保全仮処分 申立事件」 と改める。

(工)原 判決 10頁 25行 日の 「教授会 における発言」 を 「教授会 におけ

る渡辺大介教授 (以 下 「渡辺教授」 とい う。)の 発言 (甲 14, 1

5)」 と改める。

(オ)原 判決 11頁 12行 日の 「触 る行為がなされた」 を 「触 った」 と改

める。

(力)原 判決 11頁 25行 目の 「複数の部」 を 「第 1部及び第 2部」 と改

める。

0 原判決 11頁 26行 日の 「昼間部」 を 「第 1部」 と改める。

(ク)原 判決 12頁 2行 日の 「夜間部」 を 「第 2部」 と改める。
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(ケ)原 判決 12頁 5行 日の 「1部科 目」 を「第 1部科 目」 と改める。

(ヨ)原 判決 12頁 9行 日か ら 10行 日にかけての 「昭和 52年 に定年制

導入の代替措置 としてで もないし,」 を 「昭和 52年 に定年制が導入さ

れたことの代替措置 として設けられたものではないし,」 と改める。

(サ)原 判決 12頁 11行 目の 「規定化 されていた」 を 「定め られてい

た」 と改める。

(ガ  原判決 12頁 12行 日の 「規定」 を 「規程」 と改める。

(ス)原 判決 12頁 18行 日か ら 19行 日にかけての 「継続的に明 らか と

されている。」を 「従前か ら明らかである。」 と改める。

(tl 原判決 12頁 23行 目の 「推薦委員会」を 「特任教員推薦委員会」

と改める。

ウ 当審における補充主張 (控訴人の主張 )

被控訴人大学の経営学部 においては,特任教員への任用の申請をし,最

後までその意思を有 していたにもかかわ らず,手続の過程で不採用になっ

た者は一人もいない。原判決が指摘する不採用の事例は,いずれ も経営学

部以外の事例であ り,直ちに経営学部における労使慣行の有無の判断に結

びつけるべきものではない。

被控訴人大学においては,平成 2年か ら平成 24年 までの 23年間に ,

定年退職 となった者について,最終段階まで特任教員任用 を希望 しなが ら

申請が認め られなかったのは 42名 中 3名 で , これ ら 3名 の者が任用され

なかった背景には,平成 16年度の稀に見 る熾烈な学長選挙の影響があり,

極めて政治的な要因によるものであった。

被控訴人大学は,特任教員推薦委員会の判断が形式的であり, これを受

けた教授会の決議 も形式的なものであった ことを従前か ら認めている (甲

13)。

(2)争点 (2)に ついて
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ア 後記イのとお り訂正 し,後記ウのとお り,当審における補充主張 を加え

るほかは,原判決 14頁 7行 日か ら 17頁 24行 日までに記載のとお りで

あるか ら,こ れを引用す る。

イ (ア)原 判決 14頁 8行 目か ら 9行 目まで (項 ロア)を ,次のとお りに改

める。

「ア 以下の事情に照 らす と,被控訴人井形及び被控訴人池島の行為

は,控訴人に対する違法な加害行為 に当たる。」

(イ) 原半J決 14頁 1 1行 目, 1 2行 目, 1 3行 日か ら 14イ予目ヤこかヤナて ,

16行 目か ら 17行 日にかけて, 22行 日及び 25行 日の各 「カ リキュ

ラム委員会」を,それぞれ 「カ リキュラム検討委員会」 と改める。

(ウ)原 判決 14頁 17行 日の 「授業計画」 を 「授業担当計画」 と改め ,

同行 日の 「「授業計画書の不備」」 を 「授業担当計画の不備」 と改める。

(工)原 判決 14頁 22行 日の 「特任教員の任用規定」 を 「現行規程」 と

改め,同 「授業計画」 を 「授業担当計画」 と改める。

(オ)原 判決 14頁 24行 日の 「推薦委員会」 を 「特任教員推薦委員会」

と改める。

(力)原 判決 14頁 25行 日の 「授業計画」 を 「授業担当計画」 と改める。

(キ)原 判決 14頁 26行 日の 「「授業計画書」の不備」を 「授業担当計

画の不備」 と改める。

(ク)原 判決 15頁 2行 目の 「任用規定」 を 「現行規程」 と改める。

(ケ)原 判決 15頁 8行 目の 「計画案」 を 「授業担当計画」 と改める。

(コ)原 判決 15頁 23行 日か ら24行 日にかけての 「推薦委員会に提 出

す るもの とされて いるが ,「 学部長 との合意」 な ど求 め られて いな

い。」 を「特任教員推薦委員会に提出す るものと定めているが,「学部

長との合意」などは求めていない。」 と改める。

(サ)原 判決 16頁 7行 日の 「授業計画 (案 )」 と, 9行 目の 「授業計画
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案」 を,それぞれ 「授業担当計画」 と改める。

(シ)原 判決 16頁 19行 目の 「3か 年授業担 当計画」 を 「授業担 当計

画」 と改める。

(ス)原 判決 17頁 1行 日, 3行 日,4行 日か ら 5行 日にかけて及び 8行

日の各 「「授業担当計画」」 を 「授業担当計画」 と改める。

(セ)原 判決 17頁 1行 日の 「10月 15日 」 を 「同月 15日 」 と改める。

(ソ)原 判決 17頁 5行 日, 7行 日, 8行 日, 12行 日, 13行 目, 16

行 目及び 19行 日か ら20行 日にかけての各 「推薦委員会」を 「特任教

員推薦委員会」 と改める。

(夕)原 判決 17頁 11行 日の 「被告井形は」か ら 13行 日の 「ことであ

る。」 までを 「学部長である被控訴人井形は,控訴人と授業担当計画に

ついて協議 した上で,こ れを特任教員推薦委員会に提出するものとされ

ているが,控訴人との協議が整わなかったので,手続上,特任教員推薦

委員会に授業担当計画を提出することができなかっただけである。」 と

改める。

(チ)原 判決 17頁 19行 日の 「「授業計画書」が満たされていない」 を

「適式な授業担当計画が提出されていない」 と改める。

(ツ)原 判決 17頁 23行 日か ら24行 日にかけての 「即授業計画 と結び

つ くものでないことを看過 してお り失当である。」 を 「直ちに適式な授

業担当計画 となるものではない。」 と改める。

ウ 当審における補充主張

(控訴人の主張 )

(ア)被 控訴人井形は,現行規程には何の定めもない 「カ リキュラム検討

委員会の総意」なるものを回実に,控訴人の特任教員任用申請書類に不

備があったという理不尽な解釈でもって,控訴人の特任教員任用申請を

握 りつぶ したが,こ のような理由で同申請 を不受理 とすることができな
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いことは百 も承知であつたはずである。原判決は,こ の点を被控訴人井

形の過失であると評価 しているが,被控訴人井形は,故意に,控訴人の

上記 申請 を妨げたものである。当時のカ リキュラム検討委員長であった

被控訴人池島や他の委員は,控訴人の担当科 目の内容 を把握 してお らず ,

また,被控訴人池島の原審 における供述によると,カ リキュラム検討委

員会の委員か らは,控訴人の担当科 目の内容 についての質問もなかった

というのであるが,特定の科 目の必要性について協議をする際に,当該

科 目の内容 を理解 していない者が これを不要 とする結論 に賛成すること

ができるはずはない。控訴人の授業担当計画に関するカ リキュラム検討

委員会の協議がまともにされたとは到底考え られないところ,被控訴人

井形が 「カ リキュラム検討委員会の総意」を楯に控訴人の特任教員任用

申請を拒み続けた事実か らすると,「カ リキュラム検討委員会の総意」

は,控訴人の特任教員任用 申請を拒否する口実 とすることを目的として

作出されたものであることは明白である。そ して,被控訴人井形及び被

控訴人池島が,「カ リキュラム検討委員会の総意」を回実に,現行規程

に従 った手続 を拒んだのは,それまでに控訴人が,被控訴人大学の発展

を願い,教授会で忌憚のない意見 を述べ続けた ことを快 く思わない一部

の教授達が,控訴人を被控訴人大学か ら締め出すべ く画策 したか らにほ

かな らない。被控訴人大学の草薙副学長及び学長補佐 をしていた山田准

教授 (平 成 24年 10月 19日 当時)も ,被控訴人井形及び被控訴人池島

の対応は,控訴人を排斥するための嫌が らせであることを認める趣旨の

発言 をしている (甲 23, 24)。

(イ)本 件 においては,被控訴人井形及び被控訴人池島は,故意 に現行規

程に違背 して,控訴人の特任教員任用申請を不受理 としているのである

か ら,その人事権行使の理由,態様が著 しく信義に反するものであるこ

とは明白である。
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(ウ)原 判決は,被控訴人井形 と被控訴人池島の共同不法行為責任 を否定

するが,「カ リキュラム検討委員会の総意」なるものは,不当な目的で

作出されたものであ り,カ リキュラム検討委員長であつた被控訴人池島

の行為の違法性は重大であ り,被控訴人池島には故意が認め られるべき

であるし,少なくとも過失が認め られるべきである。

(被 控訴人 らの主張 )

(ア)原 判決は,現行規程に授業担当計画 についての学部長 と対象者 との

協議がまとまらなかった場合には授業担当計画を提出しないこととする

旨の規定がない以上,学部長は,特任教員の任用申請手続を進めなけれ

ばな らないとした上で,被控訴人井形が書類の不備があるとの判断をし,

その結果,控訴人の特任教員への任用 申請手続が進め られなかった こと

か ら,控訴人は,特任教員推薦委員会等の審理を受ける機会を奪われた

と判断するが,被控訴人井形は,書類の不備があると判断 しつつ,事態

を穏便に進めるため,前例に依拠 して,控訴人に対する説得 を試みたも

のの,控訴人がこれ に応 じなかったことか ら,やむな く特任教員推薦委

員会の委員長に相談 しているのであるか ら,こ の時点で学部長 として特

任教員推薦委員会に授業担当計画 を提出したものと評価すべきである。

また,仮 に,授業担当計画が提出されていないとしても,控訴人が特

任教員推薦委員会で推薦される可能性が皆無に近かった ことを考慮する

と,控訴人が特任教員推薦委員会等の審理を受ける機会を奪われたとは

いえない。

したがって,被控訴人井形には過失はない。

(イ)原 判決は,被控訴人井形は,控訴人 との協議がまとまらなかった こ

とを前提 に,学部長 として控訴人の授業担当計画を特任教員推薦委員会

に提出して手続を進めなければな らなかった と判示するが,授業担当計

画の作成権限は被控訴人井形にあり,その権限の淵源は翌年度の学部全
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体の授業計画を決定する教授会 (そ の負託を受けたカ リキュラム検討委

員会)に あるので,学部長である被控訴人井形の決定は教授会の決定で

もある。

(3)争点 (3)に ついて

ア 後記イの とお り訂正するほかは,原判決 13頁 2行 日か ら 18行 目まで

に記載のとお りであるか ら,こ れを引用する。

イ (動  原判決 13頁 8行 目の 「規定上」を 「現行規程上」 と改める。

(イ)原 判決 13頁 8行 日及び 11行 日の各 「推薦委員会」 を,それぞれ

「特任教員推薦委員会」 と改める。

(ウ)原 判決 13頁 9行 日の 「カ リキュラム委員長」 を 「カ リキュラム検

討委員長」 と改める。

(4)争点 (4)に ついて

ア 後記イのとお り付加 。訂正 し,後記ウのとお り,当審における補充主張

を加えるほかは,原判決 13頁 22行 日か ら 14頁 4行 目までに記載のと

お りであるか ら,こ れを引用する。

イ (ア)原 判決 13頁 25行 日の 「推薦委員会」を 「特任教員推薦委員会」

と改める。

(イ)原 判決 13頁 26行 日の末尾に続けて 「控訴人は,被控訴人井形及

び被控訴人池島の共同不法行為によって,被控訴人大学の特任教員 に任

用されていれば得 られたはずの給与相当額である 1273万 5000円

の損害 を被 った。また,控訴人は,被控訴人井形及び被控訴人池島の共

同不法行為によって精神的苦痛を受けた。 これに対する慰謝料の額は 1

00万 円が相当である。」を加える。

(ウ)原 判決 14頁 1行 日 (2箇所)の各 「推薦委員会」 を,それぞれ 「特

任教員推薦委員会」 と改める。

(工)原 判決 14頁 4行 目の末尾に続けて 「したがって,控訴人には損害
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は生じていない。」を加える。

ウ 当審における補充主張 (控訴人の主張 )

原判決は,被控訴人 らの主張する 「カ リキュラム検討委員会の総意」な

るものの存在 を鵜呑みにして,控訴人が特任教員に任用される高度の蓋然

性があったとはいえないと判断するが,控訴人を排斥 しようと画策 してい

たのはあくまでも一部の教授であり,被控訴人井形及び被控訴人池島の行

為に異を唱える教授 も複数存在 したことや ,被控訴人大学においては,特

任教員任用 申請が認め られないことが極めてまれであることか らすると,

控訴人の特任教員任用 申請が認め られる高度の蓋然性があったというべき

である。

第 3 当裁判所の判断

1 認定事実 (前 記第 2の 3の 前提事実のほか,証拠 (後掲の各証拠 ,甲 22,

乙 26, 27,原 審控訴人本人,原審被控訴人池島本人,原審被控訴人井形本

人)及び弁論の全趣旨を総合すると認め られる事実 )

(1)後記 (2)の とお り付加・訂正するほかは,原判決 18頁 2行 日か ら21頁

20行 日までに記載のとお りであるか ら,こ れを引用する。

(2)ア  原判決 18頁 26行 目か ら 19頁 1行 目にかけての 「 (乙 28の 1な

いし 6の 2)」 を 「 (乙 28の 1～ 4,乙 28の 5の 1・ 2,乙 28の 6

の 1・ 2)」 と改める。

イ 原判決 19頁 9行 日の 「授業計画書」 を 「授業担当計画」と改める。

ウ 原判決 20頁 11行 目の 「平成 23年度が 1名 ,」 を削除する。

工 原判決 20頁 12行 日の末尾に続けて 「なお,平成 18年度か ら平成 2

5年度までの間に,特任教員任用申請を行ったにもかかわらず,任用され

なかったのは,控訴人のみである。」を加える。

オ 原判決 20頁 15行 日の「授業計画」を「授業担当計画」と改める。

力 原判決 20頁 17行 日の末尾に続けて 「控訴人は,平成 24年 9月 末頃,
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被控訴人井形に対 し,「 3カ 年講義計画」等の所定の書面を提出し,特任

教員への任用 を希望する意向を明らかにした。控訴人作成に係る 「3カ 年

講義計画」 に記載された平成 25年度か ら平成 27年度までの間の講義の

内容等は,控訴人の平成 24年度のものとほぼ同様のものであ り,「情報

ネットワーク論 I・ Ⅱ」,「情報バ リューエンジエアリング」及び 「経営

情報論」 を第 1部 と第 2部で開講 し,「外国書講読 I・ Ⅱ」を第 1部で開

講するものとされていた (甲 7)。 控訴人の講義内容については,平成 2

3年度の授業担当計画 を決めるに際 して,控訴人の平成 23年度の担当授

業数 (持 ちコマ数)が ,平成 21年 9月 に定め られた申し合わせ に基づ く

所定の数よ りも 1.5コ マ分不足する状況 になっていた ことか ら (控訴人

は平成 22年度は国内留学中であり授業を担当していなかった。),そ の

対応策 についてカ リキュラム検討委員会で検討が行われた結果 ,当 時,カ

リキュラム検討委員会の構成員であった被控訴人井形が,平成 22年 8月

6日 ,控訴人に対し,①北浜イブニング科目として既存の科目を開講する

(0.5コ マ),② 「経営学特殊講義 (環境経営論)」 を担当する (0.

5コ マ),③ 「外国書講読」を担当する (0.5コ マ)の いずれかについ

て,合計 1コ マ分を担当するよう依頼するとともに,④当時控訴人が担当

していた講義科目を第 2部で開講することも可能であるとの提案をしたこ

とから,控訴人がこれに応じて,「外国書講読」及び 「経営学特殊講義

(環境経営論)」 を担当するとともに,「情報ネットワーク論 I・ Ⅱ」及

び 「情報バリューエンジエアリング」を第 2部でも開講することとしたも

のであり,平成 24年度の授業担当計画も,概ねこれを踏襲したものであ

つた (甲 7, 16,乙 22)。 なお,平成 24年度までの間に控訴人が担

当していた講義の内容等に関しては,カ リキュラム検討委員会等において ,

必要度が低いなどとして是正を求める意見が出されたことはなかった。」

を加える。
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|

キ 原判決 20頁 20行 日か ら21頁 5行 日まで (項 ロウ及び工)を ,次の

とお りに改める。

「ウ 平成 24年 10月 12日 開催のカ リキュラム検討委員会において ,

控訴人が被控訴人井形に提出した 「3カ 年講義計画」についての検

討が行われた。その後 ,カ リキュラム検討委員会の委員長であった

被控訴人池島は,検討の結果 を被控訴人井形に報告 した。

工 被控訴人井形は,同月 15日 ,控訴人に対 し,カ リキュラム検討

委員会の総意 として,控訴人の担当する授業のほとんどは,不必要

又は必要度が低いという結論になったと述べ,控訴人の授業担当計

画を特任教員推薦委員会に提出することはできない,投票で否決さ

れるような事態 を避けたいなどとして,特任教員への任用 申請を辞

退するよう求めた。 これに対 して,控訴人は,特任教員への任用 申

請を辞退する意思はな く,投票で否決されることになって も構わな

いので手続 を進めて欲 しいとの意向を示 した。 この際,被控訴人井

形が,控訴人 に説明 した内容 は,概ね次のよ うな もので あった。

(甲 10,11)

(ア)第 2部科 目として記載されている 「情報ネ ッ トワーク論 I・

Ⅱ」及び 「情報バ リューエンジエア リング」 「経営情報論」等は ,

学貝J(乙 7)上は第 2部の科 目としては存在 しないので,特任教

員への任用に際 しては,担当科 目として設けることはできない。

控訴人は,平成 23年度及び平成 24年度において上記の科 目を

第 2部の時間帯にも開講 していたが, これは例外的措置 として行

われていたものであるか ら,平成 25年度以降,こ れを継続する

必要性は少ない。

(イ) 「外国書講読 I・ Ⅱ」 については,大学院進学者の入試対策

であるところ,成果が上がっていないことか ら必要度が低 く,廃

―

・

，
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止するか,大学院の出題傾向に明るい人が担当する方がよ りふさ

わ しいとして,カ リキュラム検討委員会で従前か ら廃止意見があ

った。

(ウ) 「経営情報論」 は,平成 24年 に経営情報学部が廃止 された

ことを考慮 して も,文化系の学部である経営学部においては,独

立の科 目としての重要度が低い。

(工) 「情報バ リューエンジエア リング」 については,同科 目が経

営学部のカ リキュラム体系上,必要か否かが明確ではない。」

ク 原判決 21頁 10行 日及び 12行 目の各 「推薦委員会」 を,それぞれ

「特任教員推薦委員会」 と改める。

ケ 原判決 21頁 19行 日の 「特任教員 A」 を 「特任教員」 と,同行 日の

「協議」を 「報告」 と改める。

2 争点 (1)(被控訴人大学において,現行規程 における任用基準を満たす者が

特任教員への任用 を申請すれば,特任教員に任用 されるという労使慣行があつ

たか否か (主位的請求 1関係))に ついて

(1)後記 (2)の とお り付加 。訂正するほかは,原判決 21頁 23行 日か ら26

頁 20行 目までに記載のとお りであるか ら,こ れを引用する。

(2)ア  原判決 21頁 23行 日の 「前記第 2の 1(2)」 を 「前記第 2の 3で付加

0訂 正の上引用 した原判決第 2の 1(2)(以下 ,訂正等の上引用 した原判

決を引用するに際 しては,単に,「原判決第 2の 1(2)」 などのように表

記する。)」 と改める。

イ 原判決 21頁 24行 日の 「規定」を 「規程」 と改める。

ウ 原判決 22頁 10行 目の 「前記 1(1)ア (ウ )」 を 「原判決第 3の 1(1)ア

(労 」と改める。

工 原判決 22頁 23行 日の 「前記 1(1)ア に)の とお り,」 を 「原判決第 3

の 1(1)ア イ)の とお り,被控訴人大学においては,」 と改める。
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オ 原判決 22頁 26行 日か ら23頁 1行 日にかけての 「ものであり,A教

授は特任教員に任用されなかったものである。」 を 「ことがあり,その結

果,A教 授は特任教員に任用されていない。」 と改める。

力 原判決 23頁 2行 目の 「前記 1ア (ウ )」 を 「原判決第 3の 1(1)ア (ウ )」

と改める。

キ 原判決 23頁 7行 日の 「前記 (1)ア (工 )」 を 「原判決第 3の 1(1)ア lI)」

と改める。

ク 原判決 23頁 10行 日の 「前記 1(1)ア (ア )」 を 「原判決第 3の 1(1)ア

(刀 」 と改める。

ケ 原判決 23頁 16行 目か ら24頁 20行 日まで (項 目 (3))を ,次のと

お りに改める。

「(3)さ らに,証拠 (甲 14の 6～ 8頁 ,甲 15)に よると,平成 2

4年 11月 16日 の教授会 において,渡辺教授が,か つては,特任

教員への任用は自動的な雇用延長であると理解 していたところ,理

事会の判断で特任教員 に任用されないという事態が発生 したことか

ら,再雇用であると認識するようになったが,再雇用であるとする

と,少なくとも 1年 くらい前には任用手続を完了してお くというよ

うな方法が必要ではないかとの趣旨の発言 をし,こ れに対 しては ,

他の出席者か らは特段 の意見 は述べ られなかった ことが認め られ

る。」

ヨ 原 判 決 25頁 5行 日の 「里上教授 との仮 処 分 (以 下 「別 件」 とい

う。)」 を 「里上教授 との別件の地位保全仮処分 申立事件 (以 下 「別件仮

処分申立事件」 という。 )」 と改める。

サ 原判決 25頁 9行 日か ら26頁 6行 目までを,次のとお りに改める。

「上記①については,確かに,証拠 (甲 13)に よると,被控訴人大学

が,別件仮処分申立事件において,控訴人の指摘するような主張をして
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いたことが認められる。 しか し,先に認定・説示 したとお り,A教 授や

B教授の例のように,特任教員推薦委員会や教授会で審議が行われた結

果,特任教員推薦委員会が推薦 しないとの判断をした事例があることか

らすると,別件仮処分申立事件における被控訴人大学の上記主張は,実

態 とは異なるものであったということができるのであって,被控訴人大

学が上記のような主張をした ことか ら,特任教員推薦委員会の審査が形

式的なものであったと認めることはできない。」

シ 原判決 26頁 10行 日か ら 14行 目までを次のとお りに改める。

「上記②については,証拠 (甲 19～ 21)及び弁論の全趣旨によると,

被控訴人大学は,経営学部の二宮教授について,平成 12年 に,平成 1

1年 に退職した元女性教授からセクシャル・ハラスメント被害に関する

申告を受けて人権委員会及び調査委員会で調査を行ったところ,当該行

為については,セ クシャル・ハラスメントの有無を判断することができ

なかったものの,その過程で,二宮教授が,学外で行われた歓送迎会の

席上で女性従業員の体の一部を触る行為を行っていたことが判明したこ

とから,平成 13年 7月 頃に注意を行ったこと,二宮教授は,平成 23

年に特任教員に任用されたことが認められる。」

ス 原判決 26頁 16行 目の「約 10年前の」を「10年以上前の」と改め

る。

セ 原判決 26頁 17行 日の「また,当該行為がどの程度悪質なものであっ

たのか判然としないこと」を「被控訴人大学における三宮教授に対する措

置も,上記認定のような経過を経て,注意に留まっていること」と改める。

ソ 原判決 26頁 20行 日に続けて改行の上,次の記載を加える。

「(6)ま た,控訴人は,① 被控訴人大学の経営学部においては,特

任教員への任用の申請をし,最後までその意思を有していたにもか

かわらず,手続の過程で不採用になった者は一人もいない,②  3
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名の者 (里上教授,A教 授及び B教授)が特任教員に任用されなか

った背景には平成 16年度の学長選挙の影響があり,極めて政治的

な要因によるものであったと主張する。

しか し,上記① については,被控訴人大学における特任教員への

任用は,旧 規程及び現行規程において,その要件や手続が大学全体

のものとして定め られてお り,特任教員推薦委員会 も,大学全体の

委員会であること (原判決第 2の 1(2))な どか らすると,経営学

部に限って労使慣行の有無 を判断することは相当ではない。また ,

上記② については, 里上教授,A教 授及び B教授が特任教員 に任

用されなかった ことについて,控訴人が主張するような事情があっ

たとしても,既に認定 したような経過 を経て特任教員に任用されな

かった ことは事実であ り, このことは,控訴人が主張する労使慣行

が存在 しなかった ことを推認させるものということができる。

したがって,控訴人が主張する労使慣行があったと認めることは

できないとの前記判断が左右されることはない。」

3 争点 (2)(控訴人の特任教員への任用 申請に対する被控訴人 らの対応が,著

しく信義に反するものであり,控訴人に対する違法な加害行為に該当するか否

か (主位的請求 2及び予備的請求関係))に ついて

(1)被控訴人井形は,平成 24年 10月 15日 ,控訴人に対 し,原判決第 3

の 1(2)工 (ア )～ (工 )の ような説明をした上で,同 月 12日 に開催 されたカ リ

キュラム検討委員会において,同委員会の総意 として,控訴人の担当する授

業のほとんどは,不必要又は必要度が低いという結論にな り,控訴人の授業

担当計画 を特任教員推薦委員会 に提出することはできないと述べて,控訴人

に対 し,特任教員への任用 申請 を辞退するよう求め,さ らに,同月 16日 に

は,控訴人に対 し,控訴人の授業計画書に 「不備」があるので,特任教員の

任用手続を進めることはできない旨のメールを送信 している。
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(2)ア  そ こで検討するに,原判決第 3の 1(2)ア で認定 したとお り,控訴人が

特任教員への任用申請に際 して提出した 「3カ 年講義計画」に記載された

講義内容等 は,控訴人の平成 24年度の講義内容等 とほぼ同様のものであ

る上,控訴人が 「3カ 年講義計画」 に記載 した講義の うち,「外国書講

読」は,控訴人が平成 23年度に担当する担当授業数の不足を補 うために ,

平成 22年当時,カ リキュラム検討委員会の構成員であった被控訴人井形

か らの依頼を受けて,平成 23年度か ら控訴人が担当するようになった経

緯があり,ま た,従前第 1部 のみで開講 していた 「情報ネッ トワーク論 I

・ Ⅱ」及び 「情報バ リューエンジエアリング」 を,平成 23年度か ら第 2

部でも開講することになったのも,同様の経緯によるものである。そ して ,

平成 24年度の授業担当計画でも,こ れが概ねそのまま踏襲されてお り,

また,平成 24年度までの間に控訴人が担当していた講義の内容等 につい

て,カ リキュラム検討委員会等において,必要度が低いな どとして是正を

求める意見が出されたことはなかったというのである。

このような事情によると,平成 23年度の控訴人の授業担当計画は,控

訴人の担当授業数の不足を補 うための臨時のものであった可能性があり,

平成 24年 10月 12日 のカ リキュラム検討委員会において, これを継続

することの是非が問題 とされること自体は不 自然であるとはいえないもの

の,他方で,被控訴人池島は,原審における本人尋間において,カ リキュ

ラム検討委員長であつた被控訴人池島 自身も,控訴人が従前担当 していた

講義の内容 を理解 していたわけではな く,色々な専攻分野か ら選出されて

いるカ リキュラム検討委員会の他の委員か らも,控訴人の講義の内容につ

いての質問もされなかったな どと述べてお り (同 尋問調書 22～ 23頁),

このことか らすると,同委員会の委員の中に,控訴人の講義内容 を理解 し

ていた者がいたとは必ず しも認め難い。そ うすると,同 日のカ リキュラム

検討委員会 において,控訴人が提出した 「 3カ 年講義計画」に記載されて
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いた講義について,不必要又は必要度が低いとの意見で一致 したというの

は,唐突であるとの印象をぬ ぐえず,不 自然であるということができる。

イ また,被控訴人池島は,原審 における本人尋間において,控訴人の担当

していた科 目の受講者数は,少な くはない部類であつた旨供述 している上

(同尋間調書 27頁),仮 に,控訴人の担当する講義内容に問題があった

のであれば,控訴人の 「3カ 年講義計画」の当否について結論 を出す以前

に,他の科 目に変更することが可能であるか否かについての検討が行われ

るのが 自然であるところ,そのような検討が行われた形跡もないまま,カ

リキュラム検討委員会において,わずか 1回 の審議が行われた結果 ,カ リ

キュラム検討委員会の総意であるとして,被控訴人井形か ら控訴人に対 し,

特任教員への任用申請を辞退するよう申入れがされていることも,極めて

不 自然である。

ウ 以上のような事情を考慮すると,被控訴人 らが主張する,控訴人の授業

担当計画の 「不備」についての理由は,合理的な根拠に基づ くものである

とは認め難 く,む しろ,カ リキュラム検討委員会の総意 として控訴人に対

して説明された事情 (原判決第 3の 1(2)工 (ア )～ (工 )の 事情)は ,控訴人

の任用 申請 を拒否するための回実にすぎないものであったことが推認され ,

この推認を覆すに足 りる証拠は存在 しない。

そ うすると,控訴人の特任教員への任用申請については,平成 24年 1

0月 12日 当時,カ リキュラム検討委員会の委員長であった被控訴人池島

と,学部長 として特任教員への任用申請をした者の授業担当計画 を特任教

員推薦委員会に提出する責務を負っていた被控訴人井形が,相互 に意を通

じた上で,上記のような口実 を設けて,現行規程上,被控訴人井形におい

て行 うことが予定されている,教務委員長及び控訴人との間の授業担当計

画の作成に関する協議を行 うことを拒否 し,控訴人が任用 申請の手続を進

めることを希望 したにもかかわ らず,任用 申請の手続をあえて進めなかっ
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たものと認めるのが相当である。

工 この点に関し,被控訴人 らは,被控訴人井形において,控訴人の特任教

員への任用 申請には書類の不備があると判断 しつつ,事態を穏便に進める

ため,前例に依拠 して控訴人に対 して申請 を取 り下げるよう説得を試みた

ものの,控訴人が これに応 じなかったため,やむな く特任教員推薦委員会

の委員長に相談 をしたものであり,被控訴人井形は,特任教員推薦委員会

に授業担当計画 を提出 したものと評価すべきであるとか,授業担当計画の

作成権限は,学部長であつた被控訴人井形にあ り,学部長の決定は教授会

での決定で もあると主張する。

しか し,被控訴人井形が特任教員推薦委員会の委員長に相談をしたのみ

で,被控訴人井形が特任教員推薦委員会に控訴人の授業担当計画を提出し

たことにな らないことは明 らかであり,ま た,授業担当計画の作成権限が

学部長であった被控訴人井形にあるとして も,その決定が教授会の決定で

あるということができないことも明 らかであるか ら,被控訴人 らの上記主

張を採用することはできない。

(3)原判決第 3の 1(2)工 で認定 した,被控訴人井形が控訴人に特任教員への

任用申請を辞退するよう求めた際の説明内容は,既に認定 したとお り,合

理的な根拠 を欠き,日 実にすぎないものであった ことに,控訴人が特任教

員への任用 申請 に際 して提出 した 「特任教員任用資料」 (甲 5)及び 「本

学における役職歴」 (甲 6)の記載等 を総合す ると,控訴人は,原判決第

2の 1(2)ア の現行規程第 2条 (1)及 び第 4条の諸要件を満た していたもの

と解される。そ うすると,控訴人は,特任教員への任用申請を行い,現行

規程に定め られた所定の手続 に基づいて,任用 に関する審査を受けること

に関して,法律上保護 に値する利益を有 していた ということができる。

(4)以上によると,控訴人の特任教員への任用 申請 に際 して,被控訴人井形

及び被控訴人池島は,共同して控訴人の法律上保護に値する利益 を侵害 し



たということができるので,被控訴人井形及び被控訴人池島の行為は,控

訴人に対する,故意による違法な加害行為であるということができ,被控

訴人井形及び被控訴人池島は,控訴人に対 し,不法行為 (民 法 709条 )

に基づ く損害賠償義務を負 うべきことになる。そ して,被控訴人井形及び

被控訴人池島の上記の行為は,被控訴人大学の業務の執行について行われ

たものであると認め られるか ら,被控訴人井形及び被控訴人池島の使用者

である被控訴人大学は,民法 715条 1項 に基づ く損害賠償義務を負 うべ

きことになる。

(5)なお,被控訴人 らは,控訴人が特任教員推薦委員会で推薦される可能性

は皆無に近かったと主張する。 しか し,上記の とお り,控訴人は,特任教

員への任用について,現行規程に定め られた所定の手続に基づいて審査を

受ける法律上保護された利益 を有 してお り,実際に所定の手続に基づいて

審査を受けていない以上,その利益を侵害されたというべきであって,控

訴人が特任教員に任用される可能性の程度は, この判断を左右することは

ないというべきである。

4 争点 (3)(控訴人の特任教員への任用申請に対す る被控訴人 らの対応が,著

しく信義に反するものである場合に,被控訴人大学の任用行為がな くても,任

用行為がされたのと同視することができるか否か (予備的請求関係))に つい

て

(1)控訴人は,控訴人の特任教員への任用申請に対する被控訴人 らの対応が ,

著 しく信義に反するものである場合に,被控訴人大学の任用行為がな くて も ,

任用行為がされたのと同視することができる旨主張する。

前記 3で説示 したとお り,控訴人の特任教員への任用申請に対する被控訴

人 らの対応は,控訴人に対する不法行為に該当するということができる。 し

かし,① 原判決第 2の 1(2)の とおり,被控訴人大学における特任教員の

任用については,特任教員推薦委員会による推薦及び教授会による審査,並
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びに理事会における承認 という手続を経て決定されるものであること (な お ,

これ らの手続が形式的なものであるとは認め られないことは,前記 2(原判

決第 3の 2(4))で説示 したとお りである。),②  特任教員推薦委員会,教

授会及び理事会において,控訴人を特任教員に任用すべきと考えていた者が

過半数を超えていたというべき事情を認めるに足 りる証拠がないことか らす

ると,控訴人の特任教員への任用申請に必要な書類が,特任教員推薦委員会

に提出されたか らといって,控訴人が特任教員 に任用された高度の蓋然性が

あったということはできない。

(2)以上によると,被控訴人井形及び被控訴人池島の不法行為 によって,控

訴人の特任教員への任用申請に関する特任教員推薦委員会への必要書類の提

出等が阻止されたとの事情が存在するか らといって,被控訴人大学の任用行

為がなくても,任用行為がされたのと同視することはできないというべきで

ある。

5 争点 (4)(控訴人に生 じた損害及びその額 (主位的請求 2及び予備的請求関

係))に ついて

(1)逸失利益相当額の損害について

控訴人は,仮に,控訴人について被控訴人大学の特任教員に任用されたの

と同視することができないとしても,被控訴人井形及び被控訴人池島によっ

て,控訴人の特任教員への任用 申請が阻止されなければ,控訴人が特任教員

に任用された高度の蓋然性があったとして,特任教員に任用されていれば得

られたはずの給与相当額である 1273万 5000円 の損害 (逸 失利益相当

額の損害)を被った旨主張する。

しか し,前記 4で説示 したとお り,被控訴人井形及び被控訴人池島の不法

行為がなかったとしても,控訴人が被控訴人大学の特任教員に任用 された高

度の蓋然性があったとは認め られないので,被控訴人井形及び被控訴人池島

の行為 と,控訴人が特任教員 に任用されなかったとの結果 との間には,相 当
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因果関係があると認めることはできない。

したがって,被控訴人井形及び被控訴人池島の不法行為 と,相 当因果関係

のある損害 として,上記逸失利益相当額の損害が生 じたと認めることはでき

ない。

(2)慰謝料について

前記 3で説示 したとお り,控訴人は,被控訴人井形及び被控訴人池島の故

意による共同不法行為によって,控訴人が,被控訴人大学の特任教員への任

用 申請の手続において,所定の手続 に基づいて審査される利益 を侵害された

のであるか ら,控訴人は,こ れによって精神的苦痛 を被ったと認めることが

できる。そ して,原判決第 3の 1で認定 した事実及び前記 3で説示 したとこ

ろを総合考慮すると,控訴人の上記精神的苦痛 を慰謝するための慰謝料の額

は 80万円と認めるのが相当である。

第 4 結論

以上のとお りであるか ら,控訴人の主位的請求 2(各慰謝料の支払請求)に

ついては,被控訴人 らに対 し,不 法行為 に基づ く損害賠償 として,連帯 して 8

0万 円及び これに対する不法行為の後である平成 25年 7月 4日 か ら支払済み

まで民法所定の年 5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

るので,上記の限度で認容すべきであるが,控訴人の主位的請求 1及 び予備的

請求については,いずれ も理由がないので棄却すべきであるところ,原判決の

うち,控訴人の主位的請求 2に 関する判断は,一部相当ではない。よって,控

訴人の本件各控訴のうち,主位的請求 2に関する部分は一部理由があるので ,

原判決を上記の限度で変更することとし,ま た,被控訴人大学及び被控訴人井

形の本件各附帯控訴は理由がないので これを棄却することとして,主文のとお

り判決する。

大阪高等裁判所第 14民事部
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